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　「積寒の窓にて」
写真提供：小泉定之 氏（北支部・小泉電機株式会社）

撮り手の一言

《訃報》　組合員　増山電機株式会社（北支部）　増山茂樹会長のご令室　増山和美様（享
年７２歳）が昨年12月29日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
なお、葬儀は１月７日に家族葬で執り行われました。

告　　　知　　　板

　夜が明け薄日が差し込み、のぞいてみると
　雪片がキラキラ輝いていました。

東電材及び関係団体の会議、行事予定

（関係各位におかれましては催事日程が重ならぬよう、ご協力のほどお願い申し上げます。）

３月７日（金）
・�業務委員会、第28回ボウリング大会

４月７日（月）
・�令和６年度会計監査

４月10日（木）
・執行部会
・第529回理事会

５月13日（火）
・�第62回通常総会

2月26日（水）
・�東青会

2月27日（木）
・�南支部会

２月18日（火）
・市場活性委員会、営業技術研修会

２月19日（水）
・中央支部会

２月21日（金）
・�広報委員会、広告協賛メーカー様懇談会
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令和７年新年賀詞交歓会並びに記念講演会令和７年新年賀詞交歓会並びに記念講演会

　本行事は、第一部「記念講演会」、第二部「賀詞交歓会式典」、第三部
「懇親会」の三部構成で行われ、それぞれの関係役員のご尽力並びに出
席者のご協力により、当初の予定通り滞りなく、盛会裡に進められた。

令和７年新年賀詞交歓会並びに記念講演会

日　時　令和７年１月21日（火）午後３時30分～７時30分
場　所　港区新橋「第一ホテル東京」

　本組合は、標記の通り、恒例の「新年賀詞交歓会並びに記念講演会」を開催し
た。当日は、組合員68社140名、協賛会員49社133名、ご来賓として東京都中小企
業団体中央会様、東京都電気工事工業組合様、東京都電設協会様他より24名様の
ご臨席を仰ぎ、報道関係者も含めて、総勢302名が一堂に会した。昨年の60周年
記念式典とほぼ変わらない皆様にお越しいただき、新春らしい華やかで活気溢れ
た明るい集いとなった。



（7）

� 令和７年新年賀詞交歓会並びに記念講演会� 令和７年新年賀詞交歓会並びに記念講演会

　午後３時30分より、会
場ホテルの４階「プリマ
ヴェーラ」において、記
念講演会を開催した。本
講演会は経営委員会が主
催する年間の委員会事業の一環として実施
しているもので、冒頭、舟橋典明 委員長が
司会者としての挨拶を述べ、講師として国
際教養大学大学院客員教授で国際ジャーナ

　記念講演会の後、10分程の休憩を挟んで、午
後５時15分より同会場にて、 鉢嶺清弘 南支部
長が司会を務め、第二部賀詞交歓会記念式典が
行 わ れ た。 開 会 に あ た り 組 合 を 代 表 し て、
小島寿之 理事長が年頭の挨拶を述べた。続い
てご来賓を代表して、東京都中小企業団体中央
会小野塚一彦 事務局次長様、東京都電気工事
工業組合の天野春夫 理事長様、また協賛会員
を代表して、東芝ライテック株式会社西原隆史 
取締役社長様、三菱電機住環境システムズ株式
会社吉村敏男 常務取締役東京支社長様よりご
挨拶を頂戴した。（ご挨拶内容の詳細は次号掲
載）　
　 司 会 者 に よ る 祝 電 披 露 の 後、 本 組 合 の
川上康孝 副理事長が出席御礼並びにご来賓の
ご挨拶に対する御礼と記念講演会の内容に言及
した閉会の辞を述べ、第二部記念式典を終了し
た。

第一部　記念講演会

第二部　賀詞交歓会式典

リストの小西克哉氏を略
歴とともに紹介した。講
演は、『どこへ行くニッ
ポン　～液状化する国際
情勢～』のテーマで行わ
れ、おりしも前日の１月20日に第47代アメ
リカ合衆国大統領に就任したトランプ氏の
政策や今後の国際情勢等を、分かりやすく
約１時間半に亘りお話しいただいた。
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令和７年新年賀詞交歓会並びに記念講演会令和７年新年賀詞交歓会並びに記念講演会

　第三部懇親会は、会場
を５階「ラ・ローズ」に
移し、原田浩一郎 南副
支部長が司会を務め、午
後６時10分より開始し

た。はじめに神山欣也 
副理事長が多くの皆様に
ご参集いただいた御礼
と、経済が安定すること
を祈念した言葉を述べて

開宴の挨拶を行った。引続き、協賛会員の

アイホン株式会社 代表
取締役社長 鈴木富雄様
より、東電材並びにご参
会のお会社の更なる発展
をお祈りする旨のご挨拶
を頂戴し、同氏の音頭で全員が声高らかに
“乾杯”を発声して、懇親会を開始した。
　新年の華やかな雰囲気と談笑の中、宴も
たけなわの午後７時30分に、組合を代表し
て横森英俊 副理事長が、
閉会の挨拶として、ご来
賓・協賛会員等関係各位
のご出席に対する御礼
と、ご参集の皆様が笑顔
で過ごせる一年になることを祈念して三本
締めを執り行い、新年賀詞交歓会の一連の
行事を終了した。

第三部　懇親会

写真提供：㈱電材流通新聞社
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� 理事会報告

第528回　理　事　会

１．出席者（敬称略）
理�事＝小島寿之理事長（東）、神山欣也副

理事長（中央）、川上康孝副理事長（南）、
横森英俊副理事長（西）、小泉定之専務理
事（北）、三浦拓也、嶋田 博（以上中央）、
中澤一浩、加藤善弘、松村秀一、舟橋典明

（ 以 上 東 ）、 鉢 嶺 清 弘、 原 田 浩 一 郎、
西山 潔、皆川一志（以上南）、今村 徹、
田島 彰（以上北）� 以上17名

監�事＝穂坂昌明（中央）、鈴木良昇（東）
� 以上２名

招集日　令和６年12月25日（水）招集日　令和６年12月25日（水）
日　時　令和７年１月21日（火）午後１時30分より日　時　令和７年１月21日（火）午後１時30分より
場　所　港区新橋　第一ホテル東京　４階『フローラ』場　所　港区新橋　第一ホテル東京　４階『フローラ』

　事務局による出欠報告と開会の宣言の
後、小島理事長が「皆様こんにちは。本年
もどうぞ宜しくお願い申し上げます。本日
はこの後、新年賀詞交歓会、懇親会が控え

事務局＝山平正純事務局長

２．欠席者（敬称略）
理�事＝新田新治郎、鈴木敏雄（以上中央）、

伊東 稔、笠井和利（以上東）、小林一俊
（西）、山下聡一郎（北）
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理事会報告
ており、長丁場になりますが、宜しくお願
い致します。さて、今年のお正月は昨年と
違って穏やかにスタートしました。ただ、
昨晩トランプ大統領が就任し、為替や関税
などで経済が不安定になる要素がありま
す。また、昨年からの建設業・運送業の働
き方改革の問題も、まだまだ尾を引きそう
です。そういう意味では変化の大きい年に
なりそうですが、こまめに情報発信、情報
共有しながら乗り切って参りたいと思いま
すので、今年もご協力の程、宜しくお願い
申し上げます。」と挨拶を述べた。
　
　定款第50条の規定により小島理事長が議
長を務め、以下の通り議事が進められた。

第１号議案　業務報告
　小島議長は、同議案の報告を小泉専務理
事に求め、同専務理事より令和６年11月26
日から令和７年１月９日までの業務内容

（詳細別掲）の報告が行われ、了承された。

第２号議案　支部会報告　
　小島議長は、同議案の報告を担当の川上
副理事長に求め、同副理事長の進行で、以
下の通り各支部長からの報告（要旨）が行
われ、了承された。

中�央支部：三浦支部長＝中央支部は、昨年
12月11日に赤坂『ARK HILLS CLUB』に
おいて、忘年会を兼ねた定例支部会を開
催した。今年度は、協賛メーカー様に２
回ご協力いただき研修会を兼ねて開催
し、次回も含めて５回の開催になる予定。
次回の支部会は、２月19日に開催を予定
している。

東�支部：中澤支部長＝東支部は、12月６日
に『浅草むぎとろ本店』にて、忘年会を
兼ねた支部会を開催し、組合員13名が参
加した。次回の支部会は２月に予定して
いたが、諸事情により３月に研修会を兼
ねて実施する予定。

西�支部：横森支部長＝西支部は、11月22日、
23日に石和温泉にて宿泊で忘年会を兼ね
て実施した。年度内にもう１回開催する
予定にしている。

南�支部：鉢嶺支部長＝12月３日に渋谷の
『エクセルホテル東急“旬彩”』において、
忘年会を兼ねた支部会を開催した。22名
の出席があり、忘年会は和気藹々とした
中で実施できた。南支部は年６回の開催
を計画しているので、２月もしくは３月
にもう１回支部会を予定したい。

北�支部：今村副支部長＝山下支部長が欠席
のため、代わりに報告させていただく。
北支部は、12月18日に平和台駅そばの老
舗街中華『桂林』において、忘年会を兼
ねた支部会を開催し、17名が参加した。
次回の支部会は検討中。

第３号議案　委員会報告　
　小島議長は、神山副理事長に業務委員会、
市場活性委員会、小泉専務理事に経営委員
会、横森副理事長に広報委員会の報告を求
め、３名の進行で各委員会より次の報告（要
旨）が行われ、了承された。

業�務委員会：西山委員長＝３月７日に委員
会とボウリング大会を開催する予定にし
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� 理事会報告
ている。終了後は、従来同様『リラッサ』
で表彰式・懇親会を行う予定。30レーン、
120名で予約しているので、奮ってご参
加いただきたい。

市�場活性委員会：皆川委員長＝２月18日に
本年度３回目の委員会と営業・技術研修
会を開催する予定。すでに案内状が届い
ていると思うが、2027年末の蛍光ランプ
終了に対応したLED化の推進をテーマ
に、日本照明工業会とパナソニックさん
に講師をお願いしている。蛍光灯終了は
まだ先と思わず、商売のネタになるので
積極的にご参加お願いしたい。

経�営委員会：舟橋委員長＝この後行われる
記念講演会の講師は、国際ジャーナリス
トの小西克哉先生にお願いしている。ア
メリカの政治に精通しておられるとのこ
とで、昨日トランプ大統領が就任したば
かりなのでタイムリーな話題がお聞きで
きると期待している。施設見学会は現在
調整中。

広�報委員会：事務局＝次回は２月21日に委
員会と恒例の広告協賛メーカー様懇談会
を『銀座 麒麟』にて開催する予定。協
賛メーカー様27社にご案内している。10
月から掲載している“組合員のつぶやき”
が好評なので、各支部で順番を上手に取
り計らっていただきたい。

第４号議案　青年部会報告
　小島議長は、同議案の報告を小泉専務理
事に求め、同理事より以下の通り報告が行
われ、了承された。

小�泉担当専務理事＝昨年12月12日に『エス
カイヤクラブ新宿文化ビル店』にて定例
会と忘年会を開催し、総勢12名参加した。
１月30日には、都工組青年部会様の賀詞
交歓会に横森会長以下５名が参加する予
定。また、２月26日には２回目となる都
工組青年部会様との合同研修会を、ネグ
ロス電工様の協力を得て東雲のショー
ルームで開催する予定。都工組青年部会
様との交流が大いに深まってきている。

第５号議案　会計報告
　小島議長は本議案の説明を事務局に求
め、山平事務局長より貸借対照表（令和６
年12月31日現在）・収支計算書（令和６年
４月１日～令和６年12月31日）及び最終収
支見込表を基にして、今年度は多少余裕が
ある状況が説明され、承認された。

第６号議案　令和７年賀詞交歓会＆記念講
演会の件
　議長の求めに従い、事務局より当日開催
の本行事について、スケジュール・役割分
担、最終の出席予定者数、会場図面、予算
等の最終確認が行われ、了承された。

第７号議案　第62回通常総会の件
　小島議長は本議案の説明を事務局に求
め、事務局より５月13日（火）に明治記念
館にて開催予定の第62回通常総会につい
て、総会に向けてのスケジュール、当日の
次第、提出予定議案等の説明が行われ、了
承された。

第８号議案　その他
今後のスケジュールについて確認した。
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理事会報告

業　務　報　告

開催月日

令和６年
11月26日（火）

12月３日（火）

12月６日（金）

12月11日（水）

12月12日（木）

会 議・行 事 開 催 事 項

築地「電気工事会館」において執行部会を開催。
執行部役員５名と山平事務局長が出席。

引続き同所において、第527回理事会を開催。
業務報告、支部会報告、委員会報告、青年部会報告、会計報告、令和
７年新年賀詞交歓会並びに記念講演会の件、その他　全７議案を審議
した。
出席理事17名、出席監事１名、山平事務局長が出席。

南支部会は渋谷区「渋谷エクセルホテル東急“旬彩”」において、忘年会
を兼ねた定例支部会を開催した。
組合員21名、山平事務局長が出席。

東支部会は台東区「浅草むぎとろ」において、定例支部会と忘年会を
開催。
組合員13名、川上担当副理事長、山平事務局長が出席した。

中央支部会は港区赤坂「ARK HILLS CLUB」において、定例支部会と忘
年会を開催した。
組合員13名、川上担当副理事長、山平事務局長が出席した。

全日電材連・広報委員会は墨田区「料亭 櫻茶ヤ」において開催され、
同会会長の小島理事長と鈴木広報委員長が出席した。
引続き同所において、＂メーカー社長様感謝会＂が開催され上記２名が
出席。

　以上ですべての議案審議と報告事項を終
了し、午後２時15分に、第528回理事会を
終了した。
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� 理事会報告

業　務　報　告

開催月日

同　日

12月18日（水）

令和７年
１月９日（木）

会 議・行 事 開 催 事 項

青年部会「東青会」は、新宿区「エスカイヤクラブ新宿文化ビル店」
において定例会と忘年会を開催した。
東青会員９名、ゲストとして寺田靖子氏（株式会社タカノスマイル）、
組合側より小泉担当専務理事、山平事務局長が出席。

北支部会は練馬区「中国料理 桂林」において、定例支部会と忘年会を
開催。
組合員15名、川上担当副理事長、山平事務局長が出席した。

東京都中小企業団体中央会の新年賀詞交歓会が目黒区「ホテル雅叙園
東京」で開催され、小島理事長と山平事務局長が出席した。

以　上　
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執行部会報告執行部会報告

執　行　部　会

日 時：令和７年１月21日（火）午前11時45分より

場 所：港区新橋　第一ホテル東京　４階『コスモス』

出席：小島寿之 理事長（東）、神山欣也 副理事長（中央）、川上康孝 副理事長（南）、
　　　横森英俊 副理事長（西）、小泉定之 専務理事（北）　　　　　　　　
　　　事務局：山平正純 事務局長

【議　題】
⑴　当日開催の第528回理事会について
　�　理事会の資料を基に、議題内容の検討・

整合を図った。新年賀詞交歓会の運営に
ついては、出席者数や役割分担等の最終
確認を行った。

⑵　令和６年度収支見込について
　�　令和６年12月末時点の収支実績の精査・

確認と、年度収支の見通しを検討した。

⑶　次期役員選挙について
　�　次期役員選挙の方法と今後の支部の在

り方について検討した。

⑷　その他
　�　今後のスケジュールについて、確認・

整合を実施した。

執行部役員は、当日開催の第528回理事会および令和７年新年
賀詞交歓会に先立ち執行部会を開催し、理事会と行事運営につ
いて整合を図った。議題と審議内容は以下の通り。
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青年部会「東青会」

� 青年部会報告青年部会報告

様のご協力のもと、ショウルームにて開催
する予定との説明があり、定例会を終了し
た。

定例会終了後、同会場において忘年会を
実施した。一年を振り返りながら、賑やか
な懇談のひと時を過ごした。

宴もたけなわの頃合いに、横森会長が中
締めを行い、忘年会を終了した。

定刻の午後６時に、小堀副会長（桜田電
気工業株式会社）の司会進行で定例会を開
始した。冒頭、小泉担当専務理事（小泉電
機株式会社）と横森会長（株式会社電池屋）
から挨拶があった。続いて今後東青会に参
加していただけそうなタカノスマイル：
寺田様から挨拶を頂戴した。報告事項とし
て、横森会長より、次回の定例会を都工組
様との共同開催で２月26日にネグロス電工

日 時：令和６年12月12日（木）午後６時より

場 所：新宿区　『エスカイヤクラブ 新宿文化ビル店』

　青年部会「東青会」（会長：横森弘充氏、会員：16名）は、標記の通り、忘年会
を兼ねて定例会を開催した。当日は会員９名、特別ゲストとして寺田靖子氏（株式
会社タカノスマイル）、組合側より小泉青年部担当専務理事、山平事務局長が参加し、
総勢12名での開催となった。
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東　支　部　会

定刻の午後６時に、伊東副支部長（伊東
電機株式会社）の司会進行にて支部会を開
催した。冒頭、中澤支部長（株式会社正光
社）が、「皆さんこんばんは。年末のお忙
しい中、忘年会を兼ねた支部会にお集まり
いただきまして有難うございます。老舗で
おいしい料理とお酒を楽しんでいただけれ
ばと思います。業界としては年末に向かっ
て少しずつ忙しくなっている感がありま
す。とはいえ、一部の商品ではかなり納期
がかかるような物があったり、来年の４月
からは返品の扱いが変更になるということ
もありますので、お互いに情報交換をして
いきながら対応して参りたいと思います。
来年は２月に支部会を予定しております

が、皆さん
がご存知の
店で支部会
にふさわし
い店があれ
ば、是非教
えていただ
きたいと思
います。本
日は宜しく
お願い致し
ます。」と挨拶を述べた。

続いて委員会報告に移り、業務委員会に
ついては加藤副委員長（株式会社博信堂電
機商会）より、10月23日に第２回目の委員

会が開催され、主に秋
のレクレーションにつ
いて検討した件、10月
26日（土）によみうり
ランドで行われたレク
レーションは、曇り空
でやや肌寒い天気なが
ら73名の方々に参加い
ただいた件、次回は３
月７日に第28回ボウリ

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年12月６日（金）午後６時15分より

場　所：台東区雷門『浅草むぎとろ 本店』

東支部（支部長＝中澤一浩氏、組合員23社）は、標記の通り1929年創業
の老舗、『浅草むぎとろ 本店』にて定例の支部会並びに忘年会を開催した。
当日は組合員13名が出席、執行部から川上担当副理事長、事務局から山平
事務局長の15名が参加した。



（17）

� 支部会だより� 支部会だより
紹介いただいた。事務局からは、１月21日
新年賀詞交歓会の積極的な参加のお願いが
あった。

最後に伊東副支部長から、11月20日に行
われた東電材親睦ゴルフ会の結果につい
て、東支部は支部対抗戦で２位となり３連
覇を逃したとの報告があった。来年は雪辱
を期したいと決意表明を行い、忘年会ムー
ドが盛り上がったところで、定例の支部会
を終了した。

支部会終了後、同会場で忘年会を開催し
た。冒頭、鈴木監事が、「今年の夏から秋
にかけての気温は平年より１.９℃高かった
そうで、夏が終わっていきなり冬が来たと
いう感じでした。巷ではインフルエンザが
大流行し、コロナも出ているとのことです
ので、油断せず今年を乗り切って、いい年
を迎えましょう！」と述べて乾杯の音頭を
とり、開宴となった。

美味しいお酒と、スタミナ満点のとろろ
に舌鼓を打ちながら、賑やかに歓談のひと
ときを過ごした。

宴もたけなわの頃合いに、川上副理事長
（ハマノ電気株式会社）が、東支部の更な
る発展と、参加いただいた皆様のご健勝・
ご多幸を祈念して三本締めを行い、忘年会
を終了した。

ング大会が開催されるので積極的に参加い
ただきたい件の報告があった。市場活性委
員会については松村副委員長（松村電材株
式会社）より、11月６日に本年度２回目の
委員会と都工組様との懇談会があり、恒例
の「電気工事業・電材卸業　懇談会」には、
都工組：天野理事長様はじめ幹部の皆様、
青年部会幹部の皆様10名と東電材12名の合
計22名が参加して西新宿『京懐石みのきち』
で開催され、和気藹々とした歓談が出来た
との報告があった。経営委員会については
舟橋委員長（舟橋電機株式会社）より、10
月１日に委員会と経営セミナーが開催さ
れ、委員会では１月21日の賀詞交歓会・記
念講演会のテーマと、施設見学会について
検討した件、経営セミナーでは「アンガー
マネジメント」をテーマに、中島先生に“自
分の怒りの棚卸”と“怒りのコントロール”
等、分かりやすく講義していただき、協賛
会員も含めて78名の参加があり盛況だった
件の報告があった。広報委員会については
笠井副委員長（笠井電機株式会社）より、
10月７日にZoomミーティングを利用した
リモートにて本年度２回目の委員会が開催
され、今月初めのマンスリーに同封された
謹賀新年ポスターと令和６年度組合員名簿
について検討した件、マンスリー 10月号
からスタートした“組合員のつぶやき”を見
ていただきたい件、２月21日に恒例
の電材マンスリー広告協賛メーカー
様懇談会が開催される件等が報告さ
れた。また、鈴木監事（株式会社墨
田電材社）からは、経営セミナーの
“アンガーマネジメント”にちなんで

『なぜ「妻の一言」はカチンとくる
のか？』という本を、体験を込めて
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中　央　支　部　会

定刻の午後５時30分の約10分前に出席者
全員が集合し、新田副支部長（新田電材株
式会社）の司会進行にて定例の支部会を開
始した。冒頭に三浦支部長（斉田電機産業
株式会社）が、「本日はお忙しい中、お集
まりいただき有難うございます。今年も
あっという間に一年が過ぎ去ってしまった
という感があります。今年度も昨年同様、
次回も含めて支部会を５回開催させていた
だくことになりそうです。うち２回は、三
菱電機さんとダイキンHAVCさんにご協力

を賜り、メーカー様の施設をお借りして開
催させていただきました。今後も支部会を
通して、メーカー様との交流や情報共有を
図って参りたいと考えております。業界と
しては、全体的にまあまあの一年ではな
かったかと思います。本日も素晴らしい宴
席を用意していただいた神山副理事長に感
謝の意をもって、楽しんでいただければと
思いますので宜しくお願い申し上げます。」
と挨拶を述べた。

司会者による本日の出席者と資料の確認

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年12月11日（水）午後５時30分より

場　所：港区赤坂『ARK HILLS CLUB』

中央支部（支部長：三浦拓也氏、組合員・支部構成数15社）は、標記の
通り、アーク森ビル37階の『ARK HILLS CLUB』にて定例支部会と忘年
会を開催した。当日は組合員13名が出席、本部より川上支部会担当副理事
長と山平事務局長が参加した。
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� 支部会だより� 支部会だより
幡電機産業株式会社）より、11月20日に行
われた東電材親睦ゴルフ会で、個人戦３位
に海光電業㈱・海野執行役員が入ったこと
と、団体戦では中央支部は４位で２年連続
最下位をまぬがれたことが報告された。

協議事項に移り、次回の支部会を２月19
日（水）、新年度１回目の支部総会を４月
23日（水）に開催することが決定された。
最後に、川上副理事長から各支部の開催状
況の報告があって、支部会を終了した。

支部会終了後、同会場に於いて忘年会を
開催した。先ずは半田広報委員が、「今年
はたつ年で、月日がたつのが早かったので
すが、来年はへび年ですので、一皮むけて
脱皮しヘビー級の仕事を目指したいと思い
ます！」と、明るいトークで乾杯の音頭を
執り、宴会のスタートとなった。高層から
の美しい夜景を眺めながら、美味しい料理
とお酒を堪能し歓談のひと時を過ごした。

頃合いに神山副理事長が「今年は、正月
早々の能登半島地震をはじめ、災害の多い
激動の年だったと思います。来年は穏やか
ないい年になることと、中央支部の益々の
発展、並びに皆様のご健勝を祈念致します」
と述べて、三本締めにて忘年会をお開きと
した。

の後、報告事項に移り、先ずは三浦支部長
より、11月26日に行われた理事会にて、今
年度の組合収支は順調に推移している件、
各社にはすでにご案内が届いている通り、
来年１月21日に新年賀詞交歓会を第一ホテ
ル東京にて実施される件等の説明があり、
賀詞交歓会については積極的な参加のお願
いがなされた。

委員会報告に移り、業務委員会について
は村田委員（サンエー電機株式会社）より、
10月23日に２回目の委員会が開催され、10
月26日に行われる秋のレクレーションの
件、来年３月７日に行われる第28回ボウリ
ング大会の件について検討したとの報告が
あった。10月26日によみうりランドで行わ
れた秋のレクレーションについては事務局
より、曇り空の天気であったものの73名の
皆様に参加いただき、BBQやアトラクショ
ン、夕方からはイルミネーションと一日を
通して楽しんでいただけたとの報告があっ
た。市場活性委員会についても事務局より、
11月６日に神山副理事長の計らいにより、

『京懐石みのきち』にて本年度２回目の委
員会と都工組様との懇談会が開催され、委
員会では２月18日に“蛍光ランプの終了と
LED化”をテーマとした営業・技術研修会
を開催することを決定し、恒例の懇談会に
は都工組様幹部、青年部幹部10名と東
電材から12名参加し、和気藹々とした
和やかな会になったとの報告があっ
た。経営委員会については橋本委員（福
西電機株式会社）より、広報委員会に
ついては半田委員（桜田電気工業株式
会社）より、それぞれ前回の支部会以
降の開催はない旨の報告があった。

補足として、穂坂ゴルフ運営委員（因
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北　支　部　会

定刻に、八杉幹事（因幡電機産業株式会
社）の司会進行で支部会が開始され、冒頭
に山下支部長（株式会社山下商行）が、「本
日は年末のお忙しい中、支部忘年会にご出
席いただき有難うございます。また今年も
組合活動に多大なご協力いただきまして重
ねて感謝申し上げます。本日は、古井社長
様のなじみのおいしい中華料理屋さんで開
催する運びとなりました。たくさん飲んで
食べて楽しいひと時をお過ごしいただきま

すよう宜しくお願い致します。」と冒頭の
挨拶を述べた。

続いて報告事項に移り、11月26日に行わ
れた理事会については山下支部長より、主
に１月21日に行われる令和７年新年賀詞交
歓会並びに記念講演会の内容等を検討した
との報告があり、多くの方に出席いただき
たいとのお願いがなされた。

青年部会、委員会報告に移り、青年部会
については小泉担当専務理事（小泉電機株

支部会だより支部会だより

日　時：令和６年12月18日（水）午後６時より

場　所：練馬区早宮　『中華料理 桂林』

北支部（支部長＝山下聡一郎氏、組合員16社・支部構成数22社）は標記
の通り、練馬区平和台駅近くの『中華料理 桂林』において定例支部会と
忘年会を開催した。当日は組合員15名が出席し、川上支部会担当副理事長、
山平事務局長の計17名が参加した。
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� 支部会だより� 支部会だより

会社）から、各支部の開催状況等の詳細な
説明があり、定例の支部会を終了した。

支部会終了後、同会場にて忘年会を開催
した。冒頭、川上副理事長が組合運営に関
するご協力のお礼とご参集の皆様のご健勝
を祈念した挨拶を行い、乾杯の音頭を執っ
た。

懇親会では、いつ終わりになるのか？と
思うぐらいたくさんの美味しい料理とお酒
を楽しみ、賑やかな歓談のひと時を過ごし
た。

約３時間お腹一杯食事をいただき、宴も
たけなわの頃合いに、支部会の締めには無
くてはならない菅野社長（株式会社菅野電
気商会）による有難い講話をお聞きした後、
三本締めによる中締めを行い、忘年会を終
了した。

式会社）より、12月12日に『エ
スカイヤクラブ新宿文化ビル
店』において定例会を兼ねた忘
年会が開催され、東青会会員９
名、ゲスト１名、本部２名、合
わせて12名の参加があったとの
報告があった。また、昨年から
将来の社長候補のみならず大手
の幹部候補生も入会しているの
で、北支部の皆様も入会を検討いただきた
いとの説明があった。東電材親睦ゴルフ会
の運営委員を務めた今村副支部長（石義電
機株式会社）からは、11月20日に行われた
ゴルフ会について、あいにくの天気の中55
名の参加があり、各組とも楽しく和気藹々
とプレーされたものの、残念ながら個人戦
の北支部の入賞者は無く、団体戦は３位に
終わり、来年に雪辱を期したいとの報告が
あった。市場活性委員会については佐々木
委員（パナソニック電材ソリューションズ
株式会社）より、２月18日に“蛍光ランプ
の生産終了とLED化”をテーマに営業技術
研修会が開催されるので積極的な参加をお
願いしたいとの報告があった。広報委員会
については日置委員（東京エレク総業株式
会社）より、前回の支部会以降の委員会の
開催が無いとの報告があり、業務委員会に
ついては只野委員（日本電設資材株式会社）
より、３月７日に行われるボウリング大会
の参加をぜひお願いしたいとの説明があっ
た。経営委員会について田島副委員長（有
限会社田島電機商会）より、２月ごろ予定
している施設見学会は、伊勢ケ浜部屋か国
立印刷局東京工場のどちらかで検討してい
るとの報告があった。

最後に川上支部会担当（ハマノ電気株式
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第５回「組合員のつぶやき」を担当します東京エレク総業の日置です。今回は、まだ
まだ人生一知半解な私ですが、過去読んだ本の中から印象に残った作品をつぶやきなが
らご紹介してみたいと思います。

一つめのつぶやきは「死生観」について。高齢者になってみてあらためて人生のタイ
ムリミットを考える時間が増えた今、「死」を案じながら「生」を充実させる処方箋の
ような一冊です。

二つめのつぶやきは、なにげなく過ごしている日常生活にフォーカスを当てた、疲れ
たカラダ（心）に束の間リラックス出来る、あるいはリフレッシュ出来るビタミン剤の
ような一冊です。

第2弾 支部リレーレポート支部リレーレポート

組合員の
      つぶやき
第５回

「蔵書からの　　
　　　つぶやき」

北支部
東京エレク総業株式会社
日置 茂生 記

人生100年時代といわれて久しい昨今です
が、人はだれしも限りある時間の中で生きて
います。もしその時間があと一年しかないと
したら、あなたはどう生きるでしょうか？

本書は、精神腫瘍医（がん専門の精神科医
及び心療内科医）として勤務する著者が、ガ
ンを患い余命を宣告された患者さんと直接向
き合いながら「今」をどう生きるかを問いか
ける内容になっています。　

日本は、急速に医療技術が進歩しあるいは
食生活が変化しながら、世界でもトップレベ
ルの長寿国になりました。

たしかに人類的には生きる時間が長くなり
ましたが、反面「今」を本当に大切に生きているか、何のために生きるかがお

『 もしも一年後、この世にいないとしたら。 （著：清水　研） 』

♣　♠　♣
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� 支部リレーレポート� 支部リレーレポート 第2弾

本書の帯には、「偶発性による結果的ポ
エムの考察」とあります。歌人である著者
は、日常の中に潜む小さな奇跡や美しさ、
あるいは不思議さを巧みに描き出していま
す。彼の独特な視点が、私たちが普段見過
ごしがちなふとした瞬間を捉え鮮やかに描
き出し、心の奥深くに響く言葉を紡ぎます。

エッセイのスタイルは、シンプルであり
ながらも深い意味を持ち、言葉の選び方や
リズム感が絶妙です。彼のエッセイは、時
にユーモラスであり、時に切なく、さまざ
まな感情を呼び起こします。また、自然や
人間関係、時間の流れといったテーマが織

り交ぜられ、読み手はそれぞれのエッセイを通じて自らの経験や感情を重ね合
わせることができます。

この作品を通じて、私たちは自分自身や周囲の世界を新たな視点で捉え直す
ことができると思います。忙しい日常生活において「あ～、疲れたなぁ。」と
いう時に読んでいただくと「ホッ」と癒される一冊です。

内容的には相反する二冊をご紹介しました。
お時間がありましたらぜひご一読ください。

『 彗星交叉点    （著：穂村　弘） 』

ざなりになってしまっているのではないか、あって当たり前の「今」になって
いないかと自分自身反省させられる一冊でした。
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［国交省プレスリリース『住宅の省エネ化への支援強化に関する予算案を閣議決定！』より］

今月のテーマ　令和７年度税制改正における住宅関係税制

　昨年末日に閣議決定された令和７年度税
制改正の大綱では、「物価上昇局面の税負
担・就業調整」や「老後に向けた資産形成
促進」「中小企業の設備投資を促進」など
の観点から、下記のような種類の税につい
て「賃上げと投資が牽引する成長型経済」
への移行を実現しようとする制度改正に
なっています。
＜個人所得課税＞
＜資産課税 ＞
＜法人課税＞
＜消費課税＞
＜国際課税＞
＜�防衛力強化に係る財源確保のための税制＞
＜納税環境整備＞
＜関　税＞ 
　以下では、これらの税制改正の中でも住
宅に深く関係するもの、特に子育て世帯等

の住宅取得・改善を支援する税制を中心に
整理します。

１．子育て世帯等への支援税制
⑴�住宅ローン減税の子育て世帯等に対する
借入限度額の上乗せ継続

　�　子育て世帯等の住宅取得環境が厳しさ
を増していること等を踏まえ、住宅ロー
ン減税について、子育て世帯等の借入限
度額の上乗せ及び床面積要件の緩和措置
が、令和７年も引き続き実施されます。

　①�借入限度額について、子育て世帯・若
者夫婦世帯（※）が令和７年に新築住
宅等に入居する場合には、令和４・５
年入居の場合の水準が維持されます。

　　�〔認定：5000万円、ZEH水準省エネ：
4500万円、省エネ基準適合住宅：4000
万円〕



（25）

［国交省『令和７年度税制改正概要』より抜粋・加工］

　　※�子育て世帯・若者夫婦世帯とは、入
居年の12月31日時点で、

　　・年齢19歳未満の扶養親族を有する者
　　・夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
　②�新築住宅の床面積要件を４０㎡以上に緩

和する措置（合計所得金額1000万円以
下の年分に限る）について、建築確認
の期限を令和７年１２月３１日まで延長す
る（改正前：令和６年12月31日）。 

⑵�既存住宅の子育て対応リフォームに係る
特例措置の延長（所得税）

　�　既存住宅の子育て対応リフォームに係
る所得税の特例措置が、令和７年も引き
続き継続されます。

　�　特例措置の内容は、子育て世帯・若者
夫婦世帯が、子育てに対応した住宅への
リフォーム（※）を行う場合に、標準的
な工事費用相当額の10％等を所得税から
控除する（最大控除額は原則25万円）と
いう現行の措置を１年間（令和７年１月
１日～ 12月31日）延長するものです。

　※：対象のリフォーム工事は下記ａ～ｆ
　ａ．�住宅内における子どもの事故を防止

するための工事

　ｂ．対面式キッチンへの交換工事
　ｃ．開口部の防犯性を高める工事
　ｄ．収納設備を増設する工事、
　ｅ．�開口部・界壁・界床の防音性を高め

る工事
　ｆ．�間取り変更工事（一定のものに限る）

２�．その他住宅局関係の令和７年度税制改
正の主要項目
⑴�買取再販で扱われる住宅の取得等に係る
特例措置（不動産取得税／延長）

　�　買取再販で扱われる一定の住宅等に係
る不動産取得税（宅地建物取引業者の取
得に係るもの）について、軽減措置の適
用期限が２年間延長されます。
⑵�サ高住の供給促進税制（不動産取得税・
固定資産税／延長）

　�　高齢者が安心して暮らせる住まいの確
保が求められる中、バリアフリー化され、
状況把握サービス等が提供されるサービ
ス付き高齢者向け住宅の供給を促進する
ため、新築のサービス付き高齢者向け住
宅に係る特例措置が２年間延長されま
す。

� トピックス� トピックス

⑶�長寿命化に資する大規
模修繕工事を行ったマ
ンションに対する特例
措置（固定資産税／延
長）

　�　一定の要件を満たす
マンションにおいて、
長寿命化に資する大規
模修繕工事が実施され
た場合に、建物部分の
固定資産税額を減額

（１/６ ～ １/２の範囲内で
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　国税局の資産課税課情報が令和６年７月
公開され、相続税、贈与税、譲渡所得税の
質疑事例集の中から参考となる事例を取り
まとめＱ＆Ａ形式したものを今回も取り上
げていきたいと思います。

相続税 
　国外財産調書が未提出である場合の過少
申告加算税の加重措置の計算 
Ｑ�１. 被相続人甲は、令和２年５月１日に

死亡し、その法定相続人は配偶者乙及び
子丙の２名です。甲に係る相続税の当初
期限内申告における乙の申告納税額は、
３,000千円、丙の申告納税額は５,000千円
でした。乙は、令和４年９月１日に死亡
しました。

　�　その後、甲に係る相続税に対する調査
に基づき修正申告がなされ、乙の申告納
税額は、５,000千円となり、増差税額は

２,000千円（①）、丙の申告納税額は、８,000
千円となり増差税額は３,000千円（②）
でした。死亡した乙の納税義務を丙が承
継し、丙の納付すべき税額は①と②の合
計５,000千円（③）です。

　�　増差税額の内訳は、国外財産の申告漏
れによるものが全てであるところ、③の
税額に対して、内国税の適正な課税の確
保を図るための国外送金等に係る調書の
提出等に関する法律（以下国送法とい
う。）第６条《国外財産に係る過少申告
加算税又は無申告加算税の特例》に規定
されている過少申告加算税等の加重措置

（５％）を適用することができますか。
　�　なお、甲、乙及び丙のいずれも、国送

法第５条《国外財産調書の提出》に規定
する国外財産調書の提出義務があったに
も関わらず、国外財産調書を提出してい
ませんでした。また、仮想隠蔽は認めら

資産課税の間違いやすい事例３

トピックストピックス

市町村条例で定める）されます。
⑷�老朽化マンションの再生等の円滑化のた
めの組合による事業施行に係る特例措置
（法人税・消費税等／創設・拡充 ※関連
する法改正を検討中）

　�　マンション建替円滑化法に新設する
「マンション取壊し敷地売却事業」「マン
ション更新（一棟リノベーション）事業」

（いずれも仮称）等の円滑化のため、事
業の施行者（組合）に係る特例が創設・
拡充されます。

　今回の税制改正は、子育て世帯や若い夫
婦世帯の住宅取得支援が中心となってお
り、その背景にあるのは、住宅取得にまつ
わるコストが軒並み上昇していて若年層の
手が届きにくくなってしまっていることが
あります。そのため、こうした税制の改正
が、住宅建築やリフォームへの取組への後
押しとなってほしいものです。

株式会社綜合マーケティング・ビューロー
小杉　雄史

税務・会計レポート税務・会計レポート
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れず、修正申告前の税額の計算の基礎と
されていなかったことについて正当な理
由があると認められるものはありませ
ん。

　�　おって、国外財産調書の提出がなかっ
たことについて、相続人等の責めに帰す
べき事由がない場合には該当しません。

当初申告
（イ）

修正申告
（ロ）

増差税額
（ロ－イ）

申告期限
までに

納付すべ
き税額

乙 ３,000千円 ５,000千円 ２,000千円

丙 ５,000千円 ８,000千円 ３,000千円

合計 ８,000千円 13,000千円 ５,000千円

Ａ�１. 丙の納付すべき税額のうち、①の税
額に対して国送法第６条に規定されてい
る過少申告加算税等の加重措置（５％）
を適用することはできず、②の税額に対
して当該加重措置の適用ができます。

　【理由】
　�　国送法第６条第３項は、国外財産に対する相

続税に関し修正申告等 （死亡した者に係るもの
を除く。）がある場合、国税通則法第65条《過
少申告加算税》の規定による過少申告加算税の
額は、同規定にもかかわず、同規定により計算
した金額に、当該過少申告加算税の額の計算の
基礎となるべき税額に100分の５の割合（５％）
を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨
を規定しています。

　�　そうすると、死亡した者に係る修正申告につ
いては、国送法第６条第３項の規定は適用され
ないから、本事例においては、死亡した乙に係
る修正申告により納付すべき①の税額に関し、
国送法第６条第３項に規定されている過少申告
加算税等の加重措置（５％）を適用することは
できません。

　�　一方、丙自身に係る修正申告により納付すべ
き②の税額に対する過少申告加算税額等の加重
措置については、②の税額は丙自身の納税義務
に基づく修正申告により納付すべき税額である
ため、この部分に係る加重措置については、そ
の適用判断に影響を与えません。

　�　したがって、②の税額に係る過少申告加算税
の額に対して加重措置の適用ができます。

特定贈与者より先に相続時精算課税適用者
が死亡した場合の承継人の課税関係 
Ｑ�２. 平成20年10月１日、甲は、子乙に対

し贈与を行い、乙は贈与税の申告におい
て、甲からの受贈財産（以下「相続時精
算課税適用財産」という。）について相
続税法第21条の９《相続時精算課税の選
択》に規定する相続時精算課税制度の適
用をしました。

　�　令和２年４月１日、乙が死亡。乙の相
続人は子Ａの１名でした。

　�　令和５年５月１日、甲が死亡し、その
相続財産は全て乙の代襲相続人であるＡ
が取得しました。

　�　Ａは、甲に係る相続税の期限内申告（以
下「当初申告」という。）を行ったところ、
乙の相続時精算課税適用財産が申告漏れ
となっていました（申告書に乙の氏名等
の記載なし）。

　�　申告期限後、相続時精算課税適用財産
の申告漏れを是正する場合、Ａはどのよ
うに申告するべきですか。また、加算税
の種類は何ですか。

　�　なお、相続時精算課税適用財産の申告
漏れを是正する申告は、更正決定等を予
知してされたものではなく、調査通知前
に行われたものとします。
Ａ２. １　Ａは、①乙の納税義務を承継し

た者として期限後申告を行い、②代
襲相続人として修正申告を行います。

　　　２　乙の納税義務を承継した者とし
てのＡに対して無申告加算税を賦課
します。

� 税務・会計レポート� 税務・会計レポート

　【理由】
　�　相続税法第21条の17《相続時精算課税に係る

相続税の納付義務の承継等》は、特定贈与者の
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死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課
税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算
課税適用者の相続人は、当該相続時精算課税適
用者が相続時精算課税の規定を適用していたこ
とに伴う納税に係る権利又は義務を承継する旨
規定しています。

　�　上記の規定は、飽くまで、相続時精算課税適
用者の権利又は義務をその相続人が承継すると
いう規定であり、当該権利又は義務を承継した
相続人を相続時精算課税適用者と同視するとい
う規定ではありません。

　�　そうすると、Ａは①乙の納税義務を承継した
した者（以下「納税義務承継人」という。）と
しての申告と、②代襲相続人としての申告とを
それぞれ行う必要があることとなります。

　�　本事例において、Ａは代襲相続人として当初
申告をしているものの、乙の氏名等を記載して
の申告はしていない以上、Ａが乙の納税義務承
継人としての申告をしたとは認められません。

　�　また、Ａが代襲相続人として当初申告してい
ることをもって、Ａが乙の納税義務承継人とし
ても申告（零申告）をしていると捉えることは、
①相続時精算課税適用財産に係る本来の納税義
務者は乙であり、Ａは、飽くまで乙の相続時精
算課税適用者としての権利・納税義務を承継し
たに過ぎないこと、加えて、②Ａの当初申告の
有無により、乙の納税義務承継人として賦課さ
れる加算税の種類が異なる場合が生ずることと
なるのは不合理であることから、採用できませ
ん。

　�　以上のことから、Ａは①乙の納税義務承継人
Ａとして期限後申告を行い、②代襲相続人Ａと
して修正申告を行うこととなるから、①につい
ては無申告加算税を賦課し、②については自主
修正申告であることから過少申告加算税は賦課
しません。

　�　なお、代襲相続人Ａからみて、乙の納税義務
承継人Ａは相続税法第51条《延滞税の特則》第
２項第１号イに規定する「相続又は遺贈により
財産を取得した他の者」に該当することから、
甲に係る相続税の申告期限後に、Ａが相続時精
算課税適用財産の存在を知ったのであれば、代
襲相続人Ａとしての修正申告により納付すべき
税額に係る延滞税については、当該修正申告が
行われた日までの期間は延滞税の計算の基礎と
なる期間に算入しないこととなります。

相続時精算課税選択届出書を単独で提出し
た後に贈与税の期限後申告書を提出する場
合の相続時精算課税の適用の可否（令和６
年１月１日以後の贈与の場合）
Ｑ�３. 甲は、Ｘ年に父である乙から株式Ａ

の贈与を受け、贈与税の申告書の提出期
限内に相続時精算課税選択届出書を提出
しました。その際、甲は、株式Ａの価額
を100万円（相続時精算課税に係る基礎
控除の額以下）と認識していたため、贈
与税の申告書は提出していませんでした。

　�　その後、株式Ａの価額について評価誤
り（正当額：500万円）が判明したため、
贈与税の期限後申告書を提出することと
なりました。

　�　この場合、相続時精算課税を適用して
贈与税額を計算できますか。 
Ａ�３. 相続時精算課税を適用して贈与税額

を計算することとなります。 ただし、
株式Ａについて贈与税の期限内申告書の
提出がなかったため、相続時精算課税の
特別控除は適用されません。

　�　なお、Ｘ年分の贈与税額は、次の算式
により計算した金額となります。

　株式の価額　 基礎控除額    精算課税の特別控額
（ 500万円 － 110万円 －  　0円  　）×20％＝78万円

相続により取得した共有名義の家屋を取り
壊し、その家屋の敷地を譲渡した場合の被
相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別
控除
Ｑ�４. 甲は、昨年に死亡した乙から、生前

乙が１人で居住していた家屋（持分２分
の１）とその敷地の全部を相続により取
得しました。なお、この家屋は乙と丙（親
族）が共有で所有していました。
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　�　甲は、この家屋を取り壊した後、その

敷地を譲渡しましたが、この場合、甲は、
その敷地の全部について被相続人の居住
用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
の適用を受けとることができますか。

【乙のみが居住】 【空き家】

乙　持分　1/2
丙　持分　1/2

甲　持分　1/2
丙　持分　1/2 （取り壊し）

乙　所有 甲　所有 甲　所有

相続開始前 相続開始後 本件譲渡時

Ａ�４. 甲が相続した土地は、相続の開始の
直前において乙がその全部を居住の用に
供している家屋の敷地であることから、
家屋が共有であったとしても、その土地
の全部を被相続人居住用家屋の敷地の用
に供されていた土地と認めることが相当
です。

　�　したがって、その他の要件を満たす限
り、甲が乙から相続した家屋を取り壊し
た後のその敷地の全部について、被相続
人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控
除の特例を適用しても差し支えありませ
ん。 

所得税
　高齢者等居住改修工事等（バリアフリー
改修工事）の補助金等の額が未確定の場合
の住宅特定改修特別税額控除額の計算につ
いて
Ｑ�５. 私は、本年11月、自宅内に手すりの

設置を段差を解消する改修工事を行い、
12月から使用しています。この改修工事
については、自治体からの補助金の対象
となるため、申請を行いましたが、確定
申告の時点において、金額が確定してい

ません。
　�　ところで、バリアフリー改修工事（高

齢者等居住改修工事）については、住宅
特定改修特別税額控除の対象となり、そ
の計算において、バリアフリー改修工事
に係る標準的な費用の額から補助金の額
を控除するとのことですが、確定申告の
時点において、この補助金の額が確定し
ていない場合には、どのように計算すれ
ばよいのでしょうか。
Ａ�５. バリアフリー改修工事に係る標準的

な費用の額から申請した補助金の見込額
を控除することとなります。

　�　バリアフリー改修工事に関し、国又は
地方公共団体から補助金等の交付を受け
る場合には、そのバリアフリー改修工事
の標準的な費用の額からその補助金等の
額を控除することとされています（租税
特別措置法第41条の19の３第１項）。

　�　したがって、その補助金等の額が、そ
の改修工事をした住宅を居住の用に供し
た年に係る確定申告書を提出するときま
でに確定していない場合には、バリアフ
リー改修工事の標準的な費用の額からそ
の交付を受ける補助金等の見込額を控除
する必要があります。

　�　なお、この場合において、後日補助金
等の交付の確定額とその見込額とが異な
ることとなったときは、遡及して標準的
な費用の額から控除した補助金の額を訂
正することになります。

セントラルクリエイツ税理士法人
（経営革新等認定支援機関）

林　　義　孝
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肝でしょ、とたかをくくるのではなく、
一度は医療施設で超音波検査や詳細な
項目の採血検査を受けるなどしていた
だくのがお勧めです。
ビリルビンは、一定以上の年齢層の
方にとっては『白い巨塔の財前五郎が、
鏡で自分を見た時に白目が黄色くなっ
ているのをみた時に出てきたヤツ』『肝
臓が悪くなると高くなるヤツ』といっ
たイメージでしょうか。大体それで
合っているのですが、肝臓だけでなく、
胆のうや胆管に問題が起きた場合にも
上がってきますし、実はある種の貧血
の方や脾臓に問題がある場合にも上

がってくることがあり
ます。
ビリルビンは、もと
もと赤血球の分解で生
じる体内の代謝産物
（ゴミのようなモノ）
で、それを肝臓に集め
て処理して胆のうに送
り、胆のうから胆管〜
腸管へと送り出されて
体外に排出されて処理
されています。ビリル

第 46 回

さて、それでは今回はγ-GTPとビ
リルビンについてです。
γ-GTPというと、やはり皆さんが

思い浮かべるのは『脂肪肝』それも『ア
ルコールによる脂肪肝』ではないで
しょうか。
基本的な理解は、それで問題ありま

せん。極めて多くの場合、この検査項
目が上がるのは『お酒の量が多いこと
から来る脂肪肝』です。ただ、それ以
外にも実は胆のうや胆管に問題がある
場合などで上昇することもあり、普段
お酒を飲まないのにγ-GTPが上がっ
ている、という場合には、どうせ脂肪

γ-GTP
数値が上がる

お酒の量が

多いことから来る脂肪肝

極めて多くの場合

普段お酒を飲まないのに

γ-GTP が上がっている

注意

胆のうや胆管に

問題がある可能性あり

健康役立ちコラム健康役立ちコラム Part Ⅱ

肝臓の検査数値について　その２肝臓の検査数値について　その２
γ-GTP・ビリルビンについて
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� 健康役立ちコラム� 健康役立ちコラムPart Ⅱ

可能性のある病気のリストを見てい
ただくと分かる通り、ビリルビンが増
えるというのは、実はけっこうヤバい
病気が隠れている場合は少なくありま
せん。自覚的な体調に変化を感じてい
なくても、この項目で『要検査』など
が出た場合は、かかりつけ医かお近く
の内科にご相談いただくことを強くお
勧めします。
検診結果は、けっこういろいろなこ
とを教えてくれます。でも、検診を受
けただけで安心、と言う事は一切あり
ません。要検査、要精密検査、要受診、
などといった記載がある場合には、ご
自身ではお元気なつもりでいても、で
きるだけ早いうちに医療機関を受診す
ることが肝心です。せっかく受ける検
診、有効にご活用下さい。

ビンは、肝臓で処理される前と後で区
分されており、処理前のビリルビンを
間接ビリルビン、肝臓での処理後を直
接ビリルビンと呼んでいます。検診で
は通常これら二つを合わせた合計値
『総ビリルビン』が表示されています。
総ビリルビン値に異常が見られる場合
は、この区分別の数値を見比べること
で、どこで問題が起きているのかを推
測することが可能です。
赤血球の分解が異常に早い場合（溶

血性貧血など）や肝臓での処理が遅く
なってしまう場合（肝硬変・肝臓ガン
など）では処理前のビリルビン（間接
ビリルビン）が増え、肝臓で処理され
たモノが腸管に送り出されるまでの過
程に問題があると（強い肝炎・肝臓ガ
ンや胆のう炎・胆のうガン、胆管炎・
胆管ガンなど）、処理後のビリルビン
（直接ビリルビン）が増えてくる、と
いう具合です。

＝

間接
ビリル
ビン

間接
ビリル
ビン

間接
ビリル
ビン

間接
ビリル
ビン

直接
ビリル
ビン

直接
ビリル
ビン

直接
ビリル
ビン

直接
ビリル
ビン

ビリルビン
赤血球の分解で生じる

体内の代謝産物（ゴミのようなモノ）

血液中

肝臓で処理 胆のう→胆管→腸管
→体外に排出

増加

肝硬変・
肝臓ガン
などの疑い 増加

強い肝炎・肝臓ガン・
胆のう炎・胆のうガン・
胆管炎・胆管ガン
などの疑い

内科に

ご相談を！

築地ふたばクリニック院長
鎌田　徹
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委 員 長　鈴木　敏雄（ス ズ デ ン ㈱）

副委員長　笠井　和利（笠 井 電 機 ㈱）

委　　員　半田　哲也（桜田電気工業㈱）

委　員　川名　哲也（新 明 電 材 ㈱）

　〃　　金子　　誉（㈱ カ ネ デ ン）

　〃　　日置　茂生（東京エレク総業㈱）

〔事務局〕	 事務局長　山平正純
　　TEL	 03（3541）7140
　　FAX	 03（3546）3838
　E-mail

office@todenzai.or.jp

東芝ライテック株式会社……………………表Ⅱ 日東工業株式会社………………………………33

日本電機産業株式会社…………………………１ DXアンテナ株式会社… …………………………34

東京戸上電機販売株式会社……………………２ ダイキンHVACソリューション東京株式会社……34

岩崎電気株式会社………………………………２ テンパール工業株式会社………………………35

電成興業株式会社………………………………３ フソー化成株式会社……………………………35

マスプロ電工株式会社…………………………３ ネグロス電工株式会社…………………………36

株式会社三桂製作所……………………………４ 古河エレコム株式会社…………………………36

オーデリック株式会社…………………………32 三菱電機住環境システムズ株式会社………表Ⅲ

株式会社パトライト……………………………33 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社
　　　　　　　　　　………………………表Ⅳ

ISO14001 認証取得　E02-313 羽村工場ISO9001 認証取得　JET-0128 ISO14001 認証取得　E99-114 山形工場https://www.odelic.co.jp

本社 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1111 　 FAX（03）3332-1103
東京ショールーム 〒168-0081 　 東京都杉並区宮前1-17-5 TEL（03）3332-1102 　 FAX（03）3332-2949  

「でんき点けて」

声であかりをタッチレスコントロール

音声リモコン
すべて※のあかりを
声でコントロール。

音声リモコン

RC 924
¥8,900（税抜き)

あかりを
声で自在にコントロールする。
オーデリックの
すべての製品と組み合わせて
お使いいただけます。
※屋外用を除く。（音声リモコンは屋外では使用できません。）
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カメラ・LEDライト搭載

現場でも安心！USBType-C給電対応

現場にいなくても測定記録が可能な
データロガー機能搭載！

リチウムイオンバッテリー内蔵で、
4.5時間以上※駆動！※給電なしの場合

画面は
縦横切換可能！

レベルチェッカーレベルチェッカー LC80WS

4.3インチ
カラー液晶

タッチパネル
対応

DXアンテナ
がご提案す

る

イチオシ製
品！

復調LSI搭載で、新4K8K衛星放送の
受信レベル・信号品質 を正確に測定!

セキュリティカメラセキュリティカメラ

カメラのことならDXアンテナに！
豊富なラインアップから最適なカメラが見つかる

商品の
性能・特長を
動画でご紹介

詳しくは特設サイトを
ご覧ください！
詳しくは特設サイトを
ご覧ください！

さらに！
クラウド録画サービスを
開始！

首都圏第2支店 TEL(03)6631-1443(代)
〒102-0073 東京都千代田区九段北４丁目1番28号 九段ファーストプレイス3F 

■受付時間 9：30～17：00（夏期・年末年始休暇は除く）
 ： 合場いなれなに用利ごが号番記上で話電PIの部一■

　050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください！0570-033-083
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